
松瀬地区 宝の里おこしグループによる『五十鈴川こいのぼり流し』



平成20年度当初予算

2広報かどがわ５月

国
が
示
し
ま
す
平
成
20
年
度
の
地
方
財
政
の
見

通
し
は
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
進
展
に
伴
う
社
会

保
障
関
係
等
の
歳
出
の
自
然
増
が
あ
る
中
で
、
引

き
続
き
人
件
費
や
地
方
単
独
の
投
資
的
経
費
の
削

減
に
よ
る
歳
出
の
抑
制
に
努
め
つ
つ
、
特
に
財
政

事
情
の
厳
し
い
地
方
に
配
分
さ
れ
る
地
方
再
生
対

策
費
な
ど
の
歳
出
を
計
上
し
た
結
果
、
７
年
ぶ
り

の
増
額
予
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

本
町
財
政
に
お
い
て
は
、
歳
入
面
に
お
い
て
、

国
の
税
源
移
譲
の
実
施
に
よ
っ
て
町
民
税
は
増
加

し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
「
三
位
一
体
の
改
革
」

に
よ
る
地
方
交
付
税
の
削
減
等
の
影
響
で
大
幅
な

削
減
が
な
さ
れ
た
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
歳
出
面
に
お
い
て
も
、
少
子
高
齢
化
及

び
医
療
制
度
改
革
等
に
よ
る
社
会
保
障
関
係
費
の

増
な
ど
に
よ
り
義
務
的
経
費
の
負
担
増
が
見
込
ま

れ
、
基
金
の
取
り
崩
し
に
よ
り
収
支
不
足
を
補
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
財
政
状
況
が
続
い
て
お
り
ま

す
。こ

の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
平
成
20
年
度
の
本

町
の
予
算
編
成
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
既
存
事
業

全
般
に
つ
い
て
当
該
事
業
の
必
要
性
、
緊
急
性
、

費
用
対
効
果
等
を
再
点
検
し
、
徹
底
し
た
整
理
合

理
化
と
経
費
節
減
を
行
う
な
ど
財
源
確
保
に
努
め

ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
重
要
政
策
の
中
で
継
続
し
て

取
り
組
ん
で
き
た
「
総
合
的
な
行
政
力
の
向
上
」、

「
安
心
・
安
全
な
町
づ
く
り
」
及
び
「
地
域
の
活

性
化
」
な
ど
と
と
も
に
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し

て
新
し
い
視
点
で
取
り
組
む
重
要
政
策
と
し
て
、

公
共
下
水
道
計
画
の
見
直
し
を
含
め
た
「
排
水
浄

化
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
対
策
」、
時
代
の

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
「
子
育
て
支
援
と
教
育
環
境
の

充
実
」、「
活
力
の
あ
る
産
業
振
興
」
な
ど
に
取
り

組
み
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
限
ら
れ
た
財
源
の
一
層
の
効
率
的

な
配
分
を
基
本
と
し
て
、
多
様
化
す
る
町
民
の
ニ

ー
ズ
や
重
要
課
題
に
適
切
に
対
応
し
、
地
域
の
発

展
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
向
け
た
各
種
施
策
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

（単位：千円、％）

一般会計

平成20年度
当初予算
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平成19年度
当初予算

対前年度
増減額

対前年度
増減率

総　　　　額

公営企業会計
水道事業会計（収支・資本）

特別会計
国民健康保険事業特別会計
老人保健特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計
草川土地区画整理事業特別会計
簡易水道事業特別会計
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一般会計当初予算の構成 56億0,000万円

財政用語の説明

一 般 会 計 町が行う基本的な仕事にかかる経費
を取り扱う会計のことです。

特 別 会 計 特定の収入をそれに伴う支出に充て
て事業を行う会計のことです。

地方交付税 地方税などの自主財源だけでは足り
ない地方自治体に対して、国が交付
するものです。

国・県支出金 国・県から地方自治体に交付される
補助金、負担金、委託金をいいます。

町　　　　債 町が建設事業などを行うときの借入
金です。

義務的経費 支出が義務づけられる経費のこと
で、人件費、扶助費、公債費をいい
ます。

人　　件　　費 町の職員や特別職の給与、議員の
報酬、各種委員の報酬などの経費
です。

扶　　助　　費 高齢者、児童、障がい者などに対
して行っている扶助に関する経費
です。

公　　債　　費 町が借り入れた町債の償還にかか
る経費です。

普通建設事業費 道路、橋りょう、学校、公園、庁
舎等の社会資本の整備に要する投
資的な経費です。

物　　件　　費 消費的な費用の総称です。賃金、旅
費、需用費、役務費、委託料、使用
料及び賃借料などが含まれます。

繰　　出　　金 一般会計と特別会計または特別会
計相互間において支出される経費
です。
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平
成
20
年
度
予
算
の
主
な
事
業
及
び

新
規
事
業
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

総
合
的
な
行
政
力
の
向
上

●
議
場
電
光
掲
示
板
設
置
事
業

町
議
会
の
一
般
質
問
に
一
問
一
答
方
式
を

取
り
入
れ
、
よ
り
活
発
し
た
議
論
に
よ
る
議

会
運
営
を
目
指
し
ま
す
。

●
職
員
研
修
事
業

管
理
職
研
修
や
新
規
採
用
職
員
研
修
等
の

階
層
別
研
修
、
契
約
事
務
研
修
等
の
専
門
実

務
研
修
を
積
極
的
に
受
講
し
て
、
町
職
員
の

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し
ま
す
。

安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

●
消
防
施
設
・
機
材
整
備
事
業

地
域
の
防
災
活
動
の
中
核
を
担
う
消
防
団

に
対
し
て
、
年
数
の
経
過
し
た
消
防
積
載
車

の
更
新
作
業
を
行
い
ま
す
。

●
本
町
都
市
下
水
路
排
水
対
策
事
業

本
町
・
上
町
・
旭
町
地
区
の
浸
水
被
害
の

解
消
を
目
的
と
し
て
、
本
町
都
市
下
水
路
の

ゲ
ー
ト
ポ
ン
プ
設
置
に
伴
う
設
計
業
務
を
行

い
ま
す
。

●
宮
崎
県
・
市
町
村
災
害
時
安
心
基
金
事
業

自
然
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
世
帯
に
対
し

て
、
県
と
市
町
村
が
合
同
で
支
援
金
を
交
付

し
ま
す
。

子
育
て
支
援

●
乳
幼
児
医
療
助
成
事
業

乳
幼
児
医
療
費
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
町
独
自
の
政
策
と
し
て
、
医
療
費
助
成

の
対
象
を
小
学
校
就
学
前
ま
で
に
拡
充
し
て

い
ま
す
。

●
父
子
家
庭
医
療
費
助
成
事
業

今
ま
で
医
療
費
助
成
の
対
象
と
な
ら
な
か

っ
た
父
子
家
庭
に
対
し
て
、
町
独
自
の
政
策

と
し
て
、
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
と
同

様
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

●
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
セ
ン
タ
ー
事
業

地
域
の
子
育
て
の
拠
点
と
し
て
、
子
育
て

親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
や
、
子
育
て
に
関

す
る
相
談
・
援
助
業
務
等
を
行
い
ま
す
。

地
域
の
活
力

●
門
川
町
ま
ち
づ
く
り
プ
レ
ー
ヤ
ー
支
援
事
業

地
域
や
団
体
が
自
ら
企
画
し
創
意
工
夫
に

よ
る
地
域
づ
く
り
や
人
づ
く
り
の
取
組
を
支

援
し
ま
す
。

●
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
整
備
事
業

携
帯
電
話
の
通
話
エ
リ
ア
の
空
白
地
帯
の

解
消
の
た
め
、
西
門
川
地
域
に
移
動
通
信
用

の
鉄
塔
を
整
備
し
ま
す
。

●
町
民
体
育
大
会
事
業

町
民
体
育
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
の
交
流
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図

り
、
町
民
の
健
康
増
進
を
推
進
し
ま
す
。

産
業
の
振
興

●
中
小
企
業
小
口
融
資
貸
付
金
事
業

町
内
企
業
の
円
滑
な
資
金
運
用
を
促
す
た

め
、
小
口
零
細
企
業
融
資
制
度
の
新
設
と
、

融
資
枠
の
拡
大
を
行
い
ま
す
。

●
森
林
づ
く
り
補
助
事
業

未
植
栽
地
の
解
消
の
た
め
、
町
独
自
の
政

策
と
し
て
、
再
造
林
に
対
す
る
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

環
境
対
策

●
生
活
排
水
対
策
基
本
計
画
策
定
義
務

公
共
下
水
道
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、

生
活
排
水
対
策
の
基
本
計
画
を
策
定
し
ま

す
。

●
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
事
業

河
川
及
び
海
域
の
水
質
の
汚
濁
防
止
の
た

め
、
保
育
所
等
の
公
共
施
設
や
、
家
庭
用
の

合
併
浄
化
槽
の
設
置
を
推
進
し
ま
す
。

●平成20年度予算は町民１人当り　29万4,489円●
平成20年度の一般会計予算は56億ですので、町民一人当たりに換算すると、29万4,489円になります。これ

に対し、町民の皆さんから納めていただく町税の合計額は、15億1,841万円ですので、町民１人当たりの町税
負担額は７万9,849円となります。
この１人当りの予算額と１人当りの税負担額を差し引いた額21万4,640円分は地方交付税や、国県支出金、町

債の借入などでまかなうことになります。入ってきたお金の使い道を、目的別に表すと、次のようになります。
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平成19年度予算執行状況

基金の保有状況

町債の推移

※町債一人当たりの算出に使った人口は、平成18年度19,481
人（H19.3.31住民基本台帳）、平成19年度19,312人
（H20.3.31住民基本台帳）です。

■
平
成
19
年
度
予
算
執
行
状
況
■
■
■

平
成
19
年
度
の
平
成
20
年
３
月
末
の
予
算
額
は
、

地
方
交
付
税
の
額
の
確
定
や
地
域
バ
イ
オ
マ
ス
利
活

用
事
業
等
に
よ
る
事
業
の
増
に
よ
り
、
７
億
５，

７

１
２
万
円
を
増
額
し
て
一
般
会
計
で
62
億
２，

９
１

２
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
３
月
末
時
点
で
の
執

行
率
は
、
一
般
会
計
収
入
が
91
・
５
％
、
支
出
が

85
・
２
％
で
し
た
。

５
月
31
日
の
出
納
閉
鎖
期
日
を
も
っ
て
平
成
19
年

度
の
決
算
を
行
い
ま
す
。

■
基
金
と
町
債
の
状
況
■
■
■
■
■
■

門
川
町
の
貯
金
で
あ
る
基
金
と
借
金
で
あ
る
町
債

の
状
況
は
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

基
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
財
政
調
整
基
金
、
公
共

施
設
等
整
備
基
金
等
か
ら
２
億
６，

２
５
１
万
円
を

取
り
崩
し
ま
し
た
。
決
算
状
況
を
見
な
が
ら
、
基
金

の
積
み
立
て
を
行
う
予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。

町
債
に
つ
い
て
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
等
に
２
億

７，

４
０
５
万
円
を
借
り
入
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
将
来
の
町
債
負
担
の
軽
減
の
た
め
、

利
子
が
７
％
を
超
え
る
町
債
の
元
金
３，

３
１
０
万

円
の
繰
上
償
還
を
行
い
ま
し
た
。
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副町長に小野康文氏が就任しました。
〈略歴〉
昭和４１年　３月　宮崎県立富島高等学校卒業
昭和４６年１０月　門川町役場入庁
昭和４８年　４月　衛生センター
平成１６年　４月　議会事務局長
平成１８年　４月　総務課長
平成１９年　３月　総務企画課長退職

ごあいさつ
４月１日付をもって、副町長を拝命いたしました小野でございます。
責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いです。
私のような浅学非才の者にこのような重責を努める事ができるのか多少不安も

ございますが、曽川町長のもと、微力ではありますが、誠心誠意務めさせていた
だきます。
町民の皆様、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

門川町副町長　小　野　康　文

平成20年４月１日付けで９名の職員が入庁しました。これから皆様のお役に立
てるよう、それぞれの部署で頑張ってまいります。

竹田
た け だ

幸恵
ゆ き え

［総務企画課企画政策係］

森
もり

文乃
あ や の

［町民課健康づくり係］

志水
し み ず

香織
か お り

［町民課健康づくり係］

米良穂菜美
め ら ほ な み

［産業振興課商工係］

浜口
はまぐち

綾乃
あ や の

［総務企画課職員係］

水永
みずなが

俊史
としふみ

［教育総務課学校教育係］

岩田
い わ た

圭司
け い じ

［環境建設課建築住宅係］

黒木
く ろ ぎ

裕也
ゆ う や

［税務課住民税係］

松田
ま っ た

卓也
た く や

［水道課工務係］

よろしくお願いいたします。
【後列左から】水永、岩田、黒木、松田
【前列左から】竹田、森、志水、米良、浜口
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パソコン（インターネット）で、雨量・河川水位の速報値及び河川のライブ画像が、携帯電話（iモード
等）では、雨量・河川水位の速報値がご覧になれます。豪雨や台風時の防災情報としてご利用ください。
＊河川のライブ画像は携帯電話からはご覧になれません。
アドレス　パソコン版：http://kasen.pref.miyazaki.jp

携　帯　版：http://kasen.pref.miyazaki.jp/mobile/
＊宮崎県庁ホームページからもアクセスできます。
「県庁HP」→「災害情報」→防災関連リンク「雨量・河川水位情報」

平成20年度門川町消防団の辞令交付式が４月４日に行われ、分団長２名、部
長６名、新入団員に対し団長より辞令が交付されました。
平成20年度門川町消防団高級幹部・各部部長は次のとおりです。

平成20年４月１日現在消防団員数　　　団長以下　311名

所　属
団　長
副団長
副団長
分団長
分団長
分団長
分団長
分団長
本　部
１ 部
２ 部
３ 部
４ 部
５ 部
13 部
６ 部
７ 部
12 部
８ 部
９ 部
10 部
11 部

氏　　名
工　藤　　　剛
江　川　武　光
山　倉　隆　登
東　　　秀　一
吉　田　　　宝
吉　田　昌　則
椿　原　宏　次
横　山　幸　三
和　角　敏　之
池　田　　　洋
志　田　綾　彦
岩　切　　　徹
米　良　一　徳
樫　本　貴　史
河　野　　　彰
奈　須　正　照
樫　本　健　吾
粟　田　　　誠
牧　田　真　一
安　田　　　学
和　田　裕　一
高　橋　　　博

人　員

27
22
11
14
22
22
17
21
20
24
30
26
28
19

管　轄　区　域

指導分団長（本部）
第一分団担当（１部・２部・３部）
第二分団担当（４部・５部・13部）
第三分団担当（６部・７部・12部）
第四分団担当（８部・９部・10部・11部）
町内全域
三ケ瀬
松瀬、上井野
大内原、小松、丸口
小園、城屋敷、中山、五十鈴
南町、平城、本町、上町、城ケ丘
西・東栄町、竹名、宮ケ原、栄ケ丘
旭町、尾末東、中尾、後向
下納屋
上納屋
加草全域
庵川西、須賀崎
庵川東、牧山、谷ノ山
中村

「防災情報の提供について」（宮崎県）

宮崎県社会福祉協議会では、10月25日から28日まで鹿児島県で開催される「第21回全国健康福祉祭
（ねんりんピック鹿児島2008）」に派遣する５種目（マラソン、ウォークラリー、水泳、社交ダンス及
びサイクリング）について、参加選手（昭和24年４月１日以前に生まれた方）を募集しています。募
集要件など詳しい内容は、宮崎県社会福祉協議会長寿社会推進センター（電話0985-31-9630）ま
で、お問い合わせください。申込締切は、平成20年５月30日です。募集に関するチラシを役場福祉課
においています。



8広報かどがわ５月9 広報かどがわ５月

これまで、門川町では母子家庭医療費助成制度を実施してきましたが、平成20年４月
診療分より、新たに父子家庭に対しても医療費の助成を開始しました。対象となる方は、
役場福祉課で受給資格証の交付申請手続きをおこなってください。

〈対象者〉
20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父（以下にあてはまる者）、及びその者に

扶養されている18歳までの児童
（１）配偶者と死別した男子であって現に婚姻（事実婚を含む）をしていないもの
（２）離婚した男子であって現に婚姻をしていないもの
（３）配偶者の生死が明らかでない男子
（４）配偶者から遺棄されている男子
（５）配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている男

子ただし、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

扶養人数　　　　所得制限限度額
０人　　　　１,９２０,０００円
１人　　　　２,３００,０００円
２人　　　　２,６８０,０００円
３人　　　　３,０６０,０００円
４人　　　　３,４４０,０００円
５人　　　　３,８２０,０００円

〈助成内容〉
資格証の交付を受けた父子家庭の父と子、それぞれの１カ月の医療費（保険適用範囲

内）から自己負担額1,000円を差引いた金額を助成します。助成を受けるには、医療機
関で発行された領収書等により窓口での申請が必要です。
助成を受けられる期間は、父：扶養する子が20歳に達した月の末日まで、児童：18

歳に達した年度が終了するまでとなります。

〈資格証交付申請の手続き〉
手続きの場所：役場福祉課　子育て支援係窓口
持ってくるもの：印鑑・父と子全員の保険証・通帳（郵便局以外の金融機関で、父名

義の口座のもの）
※状況により、その他の書類を提出していただく場合があります。

詳しい助成内容や手続きについて、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

〈お問い合わせ〉福祉課子育て支援係　163-1140（内線231）
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麻しん風しん混合ワクチン３期４期の接種はおすみですか？
★平成20年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日）の対象者は…

第３期　13歳となる日の属する年度に該当する者
(中学１年生に相当する者　平成７年４月２日生～平成８年４月１日生)

第４期　18歳となる日の属する年度に該当する者
(高校３年生に相当する者　平成２年４月２日生～平成３年４月１日生)

2008年４月１日から５年間の期限つきで麻しん風しんの定期予防接種に第３期と第４期の接種が加わっていま
す。予防接種を受けたのに免疫を獲得できなかった人や免疫を獲得したが落ちてきている人、接種自体をしていな
い人に免疫力をつけることを目的としています。

※現在、大学や専門学校に入学する前、もしくは、教育実習などをする前に「予防接種の接種済証明書」の提出を
求められることがあります。
※少しでも早い免疫の獲得が望まれることから可能な限り４月～６月の３ケ月間で予防接種を受けることをおすす
めいたします。

《問い合わせ先》門川町役場　町民課　健康づくり係　163-1140（内線223）

※締め切り ５月26日（月）
※申込方法 電話・FAX・はがき
※申 込 先 〒889-0696 門川町本町１-１　門川町役場町民課健康づくり係

申し込み時には、教室名・住所・氏名・電話番号・生年月日が必要です。
※受付時間 平日の８時～18時まで
※電話番号 163-1140（内線220） FAX番号　68-1010

(応募者が定員になり次第締め切ります。また10名に満たない場合は、開講できませんのでご了承く
ださい。)

①歩こうビクス教室

実施期間　平成20年６月～８月(隔週１回)
実施曜日　毎月　第２、第４、水曜日
実施時間　13時30分～15時
募集人員　30名
会　　場　クリエイティブセンター　体育室
講　　師　黒木　春美氏

④佐藤式＆パーフェクトメニュー実践講座
イ）中央教室
実施期間　平成20年６月～21年３月(月１回)
実施曜日　第１火曜日　　実施時間　９時30分～15時
募集人員　20名　　　 会　　場　中央公民館
講　　師　町管理栄養士
ロ）地区教室
(地域のグループやお友達、婦人会など、10名以上
で申し込みを受け付けます）
実施期間　平成20年６月～21年３月

(１地区基本的には１回)
実施日時は、参加者の希望で調整しますので、10
名以上集まりましたら、代表者の方が申し込みくだ
さい。

⑤親子料理教室

イ）ひよこコース(３歳以上未就学児とその親)
実施期間　平成20年６月～８月(月１回)
実施曜日　第１日曜日　　実施時間　10時～13時
募集人員　親子10組　 会　　場　中央公民館
講　　師　町管理栄養士　ヘルスメイト

ロ）シェフのたまごコース(小学生とその親)
実施期間　平成20年９月～11月(月１回)
実施曜日　第４土曜日　　実施時間　10時～13時
募集人員　親子10組　 会　　場　中央公民館
講　　師　町管理栄養士　ヘルスメイト

②３Ｂ体操教室

実施期間　平成20年６月～８月(隔週１回)
実施曜日　毎月　第２、第４月曜日
実施時間　19時～20時30分
募集人員　30名
会　　場　庵川東公民館
講　　師　江川　恵子氏

③男性のための体力アップ(ストレッチ)教室

実施期間　平成20年６月～８月(隔週１回)
実施曜日　毎月　第２、第４金曜日
実施時間　９時30分～11時
募集人員　30名
会　　場　クリエイティブセンター体育室
講　　師　江川　恵子氏

※
費
用
　
ス
ポ
ー
ツ
教
室
は
１
５
０
０
円
（
ス
ポ
ー
ツ
保
険
に
加
入
し
ま
す
）

※
料
理
教
室
の
費
用
は
い
り
ま
せ
ん
が
、
米
、
お
茶
、
箸
は
持
参
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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（水）

５
月
14
日

地 区 名

松 瀬

三 ケ 瀬

上 井 野

大 内 原

小 松

小 園

中 山

城 屋 敷

五 十 鈴

南 ケ 丘

南町１区

南町２区

上 町

本 町

旭 町

中 尾

下 納 屋

上納屋１～３区

後 向

尾 末 東

※平日に都
合が悪い
方は近く
の会場を
ご利用く
ださい。

５
月
12
日

（日）

（月）

曜 日 会　　場

役場正面玄関

南ケ丘公民館

西門川郵便局横広場

平城西集会場

東栄町公民館

宮ケ原公民館

庵川西公民館

加草公民館

松瀬集落センター

三ケ瀬多目的集会施設

西門川郵便局横広場

大内原多目的集会施設

小 松 公民館

小園公民館

中山集落センター

城屋敷多目的研修センター

五十鈴営農集落センター

南ケ丘公民館

古川公民館

南町２区公民館

上町公民館

本町児童公園（中須）

旭 町公民館

中尾公民館

下納屋公民館

上納屋公民館

門川漁協横消防機庫前

尾 末 東公園

時　　間

9：00～ 9：30

9：40～10：10

10：20～10：50

11：05～11：35

11：45～12：10

13：30～14：00

14：10～14：40

14：50～15：20

9：10～ 9：20

9：40～10：05

10：15～10：35

10：45～11：05

11：15～11：35

13：30～13：50

14：00～14：20

14：30～14：55

15：05～15：30

8：50～ 9：25

9：35～10：00

10：10～10：20

10：30～10：50

11：00～11：25

13：30～13：40

13：50～14：00

14：10～14：30

14：40～15：00

15：10～15：20

15：30～15：40

地 区 名

平 城 東

平 城 西

城 ケ 丘

栄 ケ 丘

竹 名

東 栄 町

西 栄 町

宮 ケ 原

谷 ノ 山

牧 山

庵 川 東

庵川西１～６丁目

須賀崎１～６丁目

加草３～５区

加草１～２区

大 迫

中 村

役 場

月 日

５
月
15
日

５
月
16
日

（木）

（金）

曜 日 会　　場

平城東集会場

平城西集会場

城ケ丘公園

栄ケ丘公園

竹名公民館

東栄町公民館

西栄町公民館

宮ケ原公民館

谷ノ山区長宅

牧山公民館

庵川東多目的研修施設

庵川西公民館

須賀崎公園

加草公民館

加草集落センター

大 迫公民館

中村公民館

役場車庫前

時　　間

8：50～ 9：15

9：25～10：00

10：10～10：35

10：45～11：05

11：15～11：25

13：30～14：05

14：15～14：50

15：00～15：35

9：00～ 9：10

9：30～ 9：50

10：00～10：30

10：40～11：15

11：25～11：50

13：30～13：55

14：05～14：30

14：40～14：50

15：00～15：20

15：40～16：00

犬の登録並びに狂犬病予防注射を実施しますので、最寄りの会場に犬を連れてお越しください。
登録をまだ済まされていない方もこの機会に登録・予防注射を済ませていただくようお願いします。
なお、地区の指定はしてありますが、都合の悪い方はどの会場でも受けられますのでご利用ください。

登録・狂犬病予防注射に関する費用

（１）新規登録・予防注射を受ける場合
登録手数料　3,000円（登録は、その犬の生涯１回のみです）
狂犬病予防注射手数料　3,000円
合計　6,000円

（２）登録済みの犬の場合
狂犬病予防注射手数料　3,000円　※案内のハガキを必ずご持参ください。
動物病院で受けても同じ料金です。指定日の都合の悪い方は利用してください。
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高病原性鳥インフルエンザ発生防止対策のお願い

韓国で鳥インフルエンザが４月２日に発生が確認されました。

平成19年１月に宮崎県で発生した時も、韓国で発生が確認されていますので、今後病気の

発生及び蔓延防止を図るため、下記事項について注意をお願いします。

◎高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するために
①エサ箱や水飲み場に野鳥を近づけないようにする。

・鳥小屋から出して放飼いにしない

・防鳥ネットの設置

・エサ箱、給水器の屋内設置

②野生動物や衛生害虫（ネズミ、イタチ類、ハエ、ゴキブリ等）を駆除するとともに、鶏

舎（鳥小屋）に入れないようにする

③給水用の水は、原則水道水とし、池・湖の水等の場合は消毒をする。

④消毒を徹底する。

・鶏舎（鳥小屋）の出入口の消毒槽の設置

・車両、器具、作業者等の消毒

◎万一、異常に気づいたら
高病原性鳥インフルエンザにかかった鶏は、次のような病症を示します。

①死亡率の上昇（続けて死亡する）

②元気消失、神経症状、顔・鶏冠
と さ か

・脚の腫れ及び下出血

③呼吸器症状

④消化器症状（下痢、食欲減退等）

⑤産卵率の低下

◎お願い
○今飼育をしている鳥は、動物愛護の観点から責任を持って飼いましょう。
（鳥を捨てる（放置する）と、法律により罰せられることがあります。）

異常に気づいたら、直ちに下記までご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ先　延岡家畜保健衛生所　　10982-32-4308

門川町役場産業振興課　163-1140
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（１）自分の体格にあう、整備された自転車に乗りましょう。
・サドルにまたがったとき両足先が地面につく程度の高さであること。

・ブレーキは前・後輪ともによく効くこと。

（２）路側帯や、歩道を通行するときは、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
・歩行者の通行を妨げない速度と方法で通行する。

・歩道を通行するとき、歩行者の妨げになるときは、

自転車から降りて歩いて通行する。

（３）交差点やまがりかどでは、よく安全を確認して通行しましょう。
・一時停止標識のあるところ、見通しのきかない交差点では、

必ず一旦止まって安全を確認する。

（４）夜間は、必ずライトをつけましょう。
・ライトは自分の進行方向を照らすだけでなく、他の人に自分の

存在を知らせるためのものである。

・反射材の活用と明るい服装をこころがける。

（５）駐車するときは他の交通の妨げとならないように、駐輪施設を利用しましょう。
・放置自転車は、一般の人の通行を妨げるばかりでなく、火災時の消火活動や救急活動の妨害

となります。

自転車安全利用５則
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町民の皆様が主体的に取り組むまちづくりを応援する、『門川町まちづくりプレーヤー支援事
業』。昨年度は８団体が事業の採択を受け、町内各地で地域の活性化に取り組んで頂きました。そ
して、門川町におけるまちづくり活動のさらなる充実を図り、今年度も引き続き事業を実施しま
す！
行政だけではできないまちづくりを皆さんの発想と行動力で実現させ、住民と行政との協働に

よるまちづくりで、門川町のさらなる発展をめざします。

まちづくりプレーヤー支援事業とは？

１．こんな活動を支援します

町内で行う新たな取り組みで、以
下のいずれかの要件に該当する活動
が対象となります。

２．こんな団体を支援します

以下の要件を満たす団体が対象となります。 町内を活動拠点とする団体・グループ

【対象とならない団体】政治、宗教、営利活動などを目的とする団体

（１）町の活性化につながる活動
（２）町のイメージアップにつながる活動
（３）町内外への情報発信につながる活動

まちづくりインタビューまちづくりインタビュー
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３．支援の内容と事業の決定

住民主体のまちづくり活動に対して、経費の助成や行政サポートで支援します。対象事業の
決定と補助金額は、予算総額200万円の範囲内で「門川町まちづくりプレーヤー支援事業審査
会」の審査により決定します。なお、１事業あたりの補助金額の上限は50万円とします。
※ただし、財産の取得や会員への日当・食事代等は補助対象外とします。

４．募集期間 平成20年５月19日（月）～平成20年６月20日（金）

５．事業申請に必要な書類

（１）まちづくりプレーヤー支援事業申請書（２）対象団体の運営に関する規約等
・事業計画書　　　　　　　　　　　（３）対象団体の会員名簿
・収支予算書

６．申請受付 受付場所：門川町役場　総務企画課企画政策係
（門川町本町１丁目１番地）

※まずはお気軽にお問い合わせください。
［お問い合わせ］総務企画課企画政策係　担当：河野(かわの) 10982-63-1140（内線251）

町民の皆様のまちづくり活動を応援する『まちづくりプレー
ヤー支援事業』。昨年度は８団体がこの事業の採択を受け、町
内各地で地域の活性化に取り組みました。
今回、事業を実施した各団体の代表者にインタビューを行い、

住民主体のまちづくりが門川町でどのように行われているかを
シリーズでご紹介していきます。
１．西門川地域活性化協議会（会長　黒木隆晴氏）
事業名『西門川地域活性化対策事業』

事務局：西門川地域活性協議会は、子ども達が愛着を持ち、誇
りに思えるような西門川地域づくりを目指して、夏祭
りの開催や景観向上活動に取り組んでこられました。
どのような成果がありましたか？

黒　木：この活動は６年前から実施しているのですが、今回、地域と学校との連携を深めさ
らなる活性化を図ろうと、まちづくりプレーヤー支援事業に申請しました。夏祭り
では、地元の小学生がお化け屋敷を企画してお客さんと触れ合うなど、より良い地
域内交流が図れました。

事務局：まちづくりプレーヤー支援事業を活用した感想を聞かせてください。
黒　木：地域のために活動するのを、町が応援してくれる、という体制が良いと思います。

地域の方々のやる気も増して、例年以上に西門川地域の良さをPRすることができ
たと思います。

事務局：今後の活動展開について聞かせてください。
黒　木：西門川の自然を大切にしながら、「ホタルの里づくり」を掲げて今後も活動を行い、

訪れた人々が何度も足を運びたくなるような地域づくりを、皆で助け合いながら取
り組んでいきたいと考えています。

※次回は、「かどがわざわざわ会」のまちづくり活動をご紹介します。
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母子健康手帳交付時に、同時に受診票（５回分）を交付いたします。

妊娠にきづいたらできるだけ早く病院を受診し、診断をうけて、母子手帳交付の手続きを

おねがいします。

門川町役場　町民課　健康づくり係（②窓口）

未来のお母さんと赤ちゃんをみんなのやさしさでサポートしましょう。
妊娠中は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康維持がとても大切です。

気づいたら、思いやりのある行動をお願いします。
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今月はキッチンでの省エネルギー意識チェックです。

あなたの省エネ度はどのくらいかたしかめてみましょう!!

お皿の汚れを拭ってから洗っている。

テーブルにこぼした液体は、ティッシュで

はなく台ふきんでふいている。

野菜の下ごしらえに電子レンジを使うなど、

調理器具を効率よく活用している。

ふだん口にしている料理にはどのような食

材が使われているか、元は何かということ

に関心を持つようにしている。

なるべく旬のものを食べるようにしている。

ラップを使わず、ふた付き容器を使用して

いる。

使い切る分だけお湯を沸かしている。

米のとぎ汁や野菜・パスタをゆでたお湯を、

食器の下洗いや野菜のあく抜きなどに使っ

ている。

ガスコンロを使うときは、なべの水滴をふ

き取ってから火にかけ、炎がなべ底からは

み出ないようにしている。

余分な食品を買う、料理を作りすぎるとい

った無駄をしてない。

〈門川町省エネルギー推進委員会〉

月に一度、日向市で移動年金相談を行っています。延岡社会保険事務所と同様に年金相談や年金請求の手続き
ができます。年金手帳・印鑑をお忘れなくご持参ください。

日時 ５月22日（木）午前10時から午後３時まで
場所 勤労青少年ホーム（日向市役所横）

年金制度に関するお問い合せ先　延岡社会保険事務所　10982-21-5424

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。保険料の納付を続けることで、
年をとられたときの老齢基礎年金や万が一のとき障害基礎年金、遺族基礎年金が受け取ることができる制度です。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合は、申請することにより、保険料の納付が免除・猶予となる

「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
国民年金の保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以

上の所得があると親と（世帯主）と同居している若年者は、保険料免除制度を利用することができません。
他の年齢層と比べて所得が少ない若年層（20歳台）の方が、保険料免除制度を利用できず将来、年金を受け取ること

ができなくなることを防止するため、申請することにより保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が
「若年者納付猶予制度」です。
若年者の納付猶予は、申請者本人と配偶者のみで所得要件を審査します（所得基準は、全額免除と同じです。）
この納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額には算入されませんが、老齢基礎年金・障害基礎年金・

遺族基礎年金を受給するための資格期間には算入されます。
また、将来受け取る年金額が少なくならないように、納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば後から保険

料を納付することができる追納制度があります（猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降に追納す
る場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします）。
若年者納付猶予の申請の窓口は、お住いの市区町村役場の国民年金担当窓口です（原則として、毎年度手続きが必要

です）。
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次の町営住宅の入居者募集を行います。

※下段の基準は、
◇障害者世帯（入居者又は同居者が１～４級の身体障害者、１～２級の精神障害者、重度又は中度の知的障害者である
世帯）
◇高齢者世帯（入居者が60歳以上の者又は昭和32年４月１日以前に生まれた者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以
上の者、昭和32年４月１以前に生まれた者又は18歳未満の者である世帯）等の方

お問い合わせ先　門川町役場環境建設課・建築住宅係　163-1140

※１募集内容は都合により変更になる場合があります。
※２家賃は、収入・住宅の建設年数、広さ、立地条件等を加味し、上
記範囲内で入居者ごとに決定されます。

※３入居時に敷金（家賃の３倍）が必要です。

団地名

橋ノ口

橋ノ口

橋ノ口

平　城

平　城

平　城

西ノ山

Ｓ45

Ｓ44

Ｓ45

Ｓ47

Ｓ49

Ｓ53

Ｓ51

Ｈ14

１戸

１戸

１戸

１戸

１戸

１戸

１戸

平城西

平城西

平城西

平城西

平城東

平城東

下納屋

階数・規模
平屋建　２Ｋ
和式汲取 ６畳･４畳半･Ｋ

６畳･４畳半･Ｋ

６畳･４畳半
３畳･Ｋ
６畳･４畳半
３畳･Ｋ

１階４畳半･Ｋ
２階６畳･３畳
６畳･６畳
洋６畳･ＤＫ
６畳･６畳
洋６畳･Ｋ

平屋建　２Ｋ
和式汲取

平屋建　３Ｋ
和式汲取

平屋建　２Ｋ
簡易水洗汲取
２階建　３Ｋ
和式汲取

２階建　３ＤＫ
洋式水洗

４階建　３Ｋ
洋式水洗

間取り 建設年度 改修年度 家賃（円）

6,900～10,100

6,800～9,800

7,900～11,500

8,800～14,600

11,300～17,200

16,400～27,200

13,300～22,000

募集戸数 所在地

※４平城３階建３DKについては、家賃の他共益費が必要です。
※５入居希望者が募集戸数を超えた場合には、抽選により選考します。
※６平城３階建３DK及び西ノ山については、世帯が３名以上の入居
者に限ります。

◇申込説明会◇ ※申込書を配布し、必要書類の説明をします。（代理出席可）
日時：平成20年５月８日（木）午後２時～
場所：門川町役場別館第２会議室
◇申込受付◇
日時：平成19年５月19日（月）～平成19年５月23日（金）迄
場所：門川町役場別館１階　環境建設課・建築住宅係　10982-63-1140

各日、午前８時30分～午後５時00分迄（但し、土日祝祭日は除く）
◇抽　　選◇
日時：平成19年５月30日（金）（予定）※申込者には資格審査後、日時場所を通知します。
場所：門川町役場別館第２会議室（予定）

募集日程

【給与所得者の場合】※税込の年間総収入金額。源泉徴収票では支払い金額欄になります。 （単位：円）

申込者以外の同居親族及び扶養親族の数

０人

３,６７５,９９９以下 ４,１５１,９９９以下 ４,６２７,９９９以下 ５,１０３,９９９以下 ５,５７５,９９９以下 ６,０５１,９９９以下 ６,５２７,９９９以下

４,６９５,９９９以下 ５,１７１,９９３以下 ５,６４７,９９９以下 ６,１２３,９９９以下 ６,５９５,９９９以下 ７,０１７,７７７以下 ７,４４０,０００以下

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

＝申込資格＝

◎収入早見表（収入のある方が１人の場合の目安です。）

①原則として現在、同居し又は同居しようとする親族がある方。
②現在、住宅に困っている方（原則として、公営住宅に住んでいる方、持ち家のある方は申込できません。）
③収入が公営住宅入居資格収入基準以下であること。
④町民税を滞納していないこと。
⑤平成20年５月14日現在で、町内に住居し住民登録しているか、又は町内に勤務している方。

（下記の条件を満たすことが必要です。）

【事業所得の場合】※税込の年間総収入金額。源泉徴収票では支払い金額欄になります。 （単位：円）

申込者以外の同居親族及び扶養親族の数

０人

２,４００,０００以下 ２,７８０,０００以下 ３,１６０,０００以下 ３,５４０,０００以下 ３,９２０,０００以下 ４,３００,０００以下 ４,６８０,０００以下

３,２１６,０００以下 ３,５９６,０００以下 ４,９７６,０００以下 ４,３５６,０００以下 ５,１１６,０００以下 ５,１１６,０００以下 ５,４９６,０００以下

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

19 広報かどがわ５月
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門川町教育委員会では、町の教育に関する平成20年度の重点施策について、門川町政の基本である『夢・人・町づく
り』の教育創造をめざした各種の施策を実行するため、教育総務課と社会教育課がそれぞれに定めています。
詳しくは以下をごらんください。

《教育により求める資質能力》

〈確かな学力の向上〉
○知性を研き、教養を高める
・基礎基本的な知識・技術の習得と確実な定着
・習得した知識・技術を活用して知恵や知力の育成
・読書活動の推進と豊かな表現力の育成（教養・
品格）

・教職員の資質向上と研修の充実

〈心の教育の充実〉
○豊かな心をもち、ふるさと門川を愛する意識の高
揚
・マナーやエチケット、規範意識や自己存在感等
の醸成

・いじめ・不登校・非行等問題行動等への早急な対
応

・｢早起き・早寝・朝ごはん｣と基本的な生活習慣
の確立

〈特別支援教育の充実〉
○人間尊重を根幹に据えた特別支援教育意識の高揚
・LD・ADHDをはじめ発達障がい児童生徒への
対応

・特別支援学級におけるきめ細かな対応と教育の
充実

・就学指導相談の充実

〈生涯教育の充実〉
○町民のライフステージに対応した生涯学習の拠点
づくりと生涯教育の充実
・公立、自治公民館の管理運営と各種講座の充実
及び拠点づくり

・生涯学習ボランティアの育成と地域の人材活用

〈家庭・地域教育の充実〉
○家庭や地域における子育て支援体制の充実
・家庭や地域における教育力の向上と基本的な生
活習慣の確立

・社会総ぐるみ子育て支援環境づくり啓発活動の
充実

・｢早起き・早寝・朝ごはん｣の啓発活動と食育の
推進

〈体育・スポーツの振興充実〉
○町民参加の生涯体育・スポーツの振興充実とトッ
プアスリートの輩出に向けた競技力の向上
・児童生徒の体力向上のための学校体育の向上
・健康で豊かな人生を送るための地域スポーツの
振興

〈文化・芸術の振興充実〉
○文化・芸術に親しみ、教養や品格のある町民の育
成
・史跡及び文化財の保存整備と活用
・地域の伝統文化や文化の継承と情報発信
・文化・芸術に親しめる機会の振興充実
・町民主体の文化・芸術活動の推進

《門川町の教育基本方針》

～明日の門川町を担う優れた
人材の育成を図るために～

本町の教育は、あらゆる教育の場
を通して人間尊重の精神を基調とし
て、

「たくましいからだ
豊かな心　優れた知性」

をそなえ、真に郷土を愛するととも
に、その自覚と誇りをもち、柔軟な
国際感覚にあふれ、社会の変化に主
体的に対応できる、心身ともに調和
のとれた人間の育成をめざします。

《門川町長期総合計画》

「町民みんなが夢を語れる
『夢・人・町づくり』
明るい門川町をめざして」

○行政力を高めた活力ある町づくり
○安全・安心な町づくり
○子育て支援と学力向上推進の町づ
くり
○健康・福祉の町づくり
○産業創造の町づくり
○環境にやさしい美しい町づくり

《平成20年度の重点教育施策》

《教育総務課関係》

○｢21世紀の前半を切り拓くたくま
しい人間性を培い、問題や課題を
乗り越えて生涯学び続ける児童生
徒｣の育成

１　具体目標に到達できる学校経営
の充実

２　確かな学力の向上を図るきめ細
かな授業力の向上

３　豊かな心を育むふるさと自然体
験や読書活動の推進

４　人間尊重を根幹にした生徒指導
の充実

５　一人一人の子どもを重視した特
別支援教育の充実

６　町教育研究所の先導的研究活動
の推進

《最重点教育施策》

｢門川町を真に愛し、志をもって郷
土に根付く人材育成｣教育推進プラ
ンの策定
―門川町の教育を考える

推進懇話会の充実―

《社会教育課関係》

○｢みんなが夢を語り、心豊かで生
きがいをもって健やかに生きる町
民｣の育成

１　地域交流と夢を育むスポーツ活
動の推進

２　学校・家庭・地域と連携した子
どもの読書活動の推進

３　資源の有効利用や環境保全等へ
の啓発教育の推進

４　青少年の包括的な支援体制の拠
点づくりの推進

５　子どもの体験型地域教育の拠点
づくりとその推進

21 広報かどがわ５月

６月１日は、人権擁護委員法が制定された日です。昭和23年にま

ず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌24年６月１日に

人権擁護委員法が制定されました。これにより、地域住民の中にあ

って国民の基本的人権を擁護する機関である人権擁護委員制度が誕

生しました。

近年の我が国社会の人権状況を見てみますと、いじめ・不登校・

体罰等の子どもの人権問題を始めとして、高齢者、女性、障がい者、

外国人、HIV感染者やハンセン病の患者・元患者・刑を終えて出所した人等に対する差別や偏見、

さらには、高度情報化社会を反映したインターネットなどの新しいメディアを利用した差別事象

やプライバシーの侵害の問題などが発生し、人権問題は多様化しつつあります。

こうした中、平成７年から「人権教育のための国連10年」が開始され、平成９年７月には、そ

の国内行動計画が策定され、普段から家庭、学校、職場、地域社会など様々な場面で、人権とは

何かということを一人一人が考え、人権尊重の意識を高めることが強く求められています。

また、平成14年３月に策定された人権教育・啓発に関する基本計画においても、「すべての人々

の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会を実現するためには、国民一人一人の人

権尊重の精神の涵養を図ることが不可欠」としています。

そこで、法務局と全国人権擁護委員会では、人権の世紀といわれる21世紀を迎え、これにふさ

わしい人権尊重社会の実現を目指して、国民一人一人が人権の意義や重要性に関する知識を確実

に身に付けるとともに、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において人権への配慮がそ

の態度や行動に現れるような人権意識をはぐくんでほしいとの願いを込めて、啓発活動重点目標

を《世界人権宣言60周年》「育てよう　一人一人の　人権意識　―思いやりの心・かけがえのな

い命を大切に―」と定め、積極的な啓発活動を展開しています。

全国人権擁護委員連合会では、６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心として

皆さんとともに一層の人権尊重思想の啓発に努めることを申し合わせております。あなたの町に

は、門川町長から推薦されて、法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員がおります。相談は無料で、

秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

氏 名　　新井　正男　　　榎本　昌文　　　黒木　昌代　　　松本　英毅　　　道前　和子

電 話　　 63-0953 63-2874 64-1001 63-3124 63-1010

特設人権相談所を開設します。
全国人権擁護委員連合会は、５月30日（金）に全国一斉特設人権相談を実施します。

門川町においても、同日に総合福祉センターにおいて、午前10時から午後３時まで特設人権相

談所が開設されます。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
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江戸時代～赤澤家文書より～その３

不明

勝蓮寺天井画紹介［第８回］

シオン

相
成
候
儀
相
厭
候
様
也

御
趣
意
ニ
て
誠
有
難
御
持
節
之
處

一
己
之
迷
ニ
よ
り
違
犯
之
罪
科
ニ

陥
り
候
者
ど
も
有
之
而
者
其
節
ニ
到
り
後
悔
致
し
候
而
者

詮
な
く
不
便
之
儀

ニ
附
兼
而
諭
示
し
候
是
迄
之
停
止

此
度
よ
り
停
止
金
銀
共
速
ニ
觸
書
應
し

銘
々
持
囲
候
員
数
有
の
侭
書
出
し
候

も
の
ハ
自
己
之
冥
加
を
弁
へ
觸

渡
相
守
竒
特
之
段
可
被
賞
候
若
世
上

通
用
之
義
理
を
不
顧
一
己
私
情
迷
ひ

を
不
之
上

・

・

・

厳
敷
咎
可
申
付
候
此
旨
能
々

相
心
得
違
犯
致
間
敷
候

※
不
之
上
は
、
原
文
の
ま
ま
。
こ
の
ま
ま
で
は
、

意
味
が
通
じ
ま
せ
ん
が
、
本
来
、
此・

上・

猶・

隠・

置・

候・

ハ・

ゞ・

取・

上・

、
と
あ
る
の
を
写
し
間
違
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

このお触書写しは、江戸時代の
通貨改鋳のことが分かるだけでな
く、当時の文書伝達の様子が良く
分かる貴重な資料でもあります。
幕府から出されるお触れは、各

藩の江戸屋敷を通じて国元に伝え
られます。延岡藩では、組という
組織ごとに廻状が回達されること
になっていました。
天保十三年八月に出されたこの

お触書は、延岡代官所へ九月二十
八日に届き、翌二十九日には門川
組の大庄屋のもとへ写しが届けら
れています。大庄屋は、その日の
うちに門川組の各村の庄屋に回達
し、同時に写しを門川村内の黒木
庄蔵、黒木廣吉、赤澤伊太郎へ回
覧しています。それら一連の文書
が写しとして残されているので
す。
今月の掲載している部分は、幕

府からのお触れの部分の続きです
が、天保の貨幣改鋳にあたって、
再三お触れを出しているにも関わ
らず、前の貨幣（文政金銀）を隠
し持っている現状を物語る内容と
なっています。この上、なお、隠
し持っていると、厳しいお咎めが
あるので、そう心得て違犯しない
ようにと書かれています。
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「中学生海外研修派遣事業」のご案内「中学生海外研修派遣事業」のご案内
門川町教育委員会では、21世紀を担う中学生を国外に派遣し、現地のホストファミリーや教師、

学生との交流を通して、豊かな国際感覚と町民及び日本人としての自覚や責任感を身につけ、国際
社会に貢献できる人材の育成を図ることを目的として、町内在住の中学生を対象に門川町中学生海
外研修派遣事業を行っています。
今年度も、この海外派遣事業に参加する中学生を募集します。具体的な日程等につきましては５

月中旬に決まる予定です。

○派遣先及び派遣期間
オーストラリア　８月中旬～下旬

○募集人数 10名
○応募資格 ・町内在住の公立・私立中学校の２・３年生

・心身ともに健康で、団体行動のとれる協調性のある生徒
・英会話に興味・関心があり、学習意欲のある生徒

○参 加 費 一部自己負担があります。

〈お問い合せ先〉門川町教育委員会　教育総務課　163-1140（内線268）

〈お問い合わせ〉町民窓口係　163-1140（内線222）

住民基本台帳閲覧申請者

自衛隊宮崎地方
協力本部長

社団法人　中央調査社
会長　若林　清造

社団法人　中央調査社
会長　若林　清造

社団法人　中央調査社
会長　若林　清造

株式会社　日経リサーチ
代表取締役社長　園本　雄司

社団法人　中央調査社
会長　若林　清造

自衛隊宮崎地方
協力本部長

社団法人　中央調査社
会長　若林　清造

請　求　事　由

自衛隊法第97条の規定に基づく、

自衛官等の募集に伴う広報のため

日本の民主政治の特質を明らかに

する学術調査

第３回犯罪被害実態(暗数)調査

裁判員制度に関する意識調査

平成19年度国民生活選好度調査

放送についての意識調査

自衛隊法第97条の規定に基づく、

自衛官等の募集に伴う広報のため

新聞読者基本調査(新聞についての

おたずね)

閲覧年月日

平成19年４月18日

平成19年６月６日

平成19年12月12日

平成19年12月12日

平成19年12月13日

平成20年２月13日

平成20年３月10日

平成20年３月27日

閲　覧　範　囲

平成元年４月２日～平
成２年４月１日の間に
生まれた者

住所が「南ケ丘２丁目」
にある満20歳以上の男女

住所が「大字加草」に
ある満16歳以上の男女

住所が「大字庵川」に
ある20歳以上70歳以下
の男女

住所が「東栄町３丁目」
にある15歳以上80歳未
満の男女

住所が「大字川内」に
ある満16歳以上の男女

平成２年４月２日～平
成３年４月１日の間に
生まれた者

住所が「平城東」にあ
る15歳以上の男女
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８
月
22
日
（
金
）
に
宮
崎
市
で
開
催
さ
れ
る
「
青
少
年

の
主
張
」
宮
崎
県
大
会
で
発
表
す
る
作
文
を
、
左
記
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。
日
頃
の
想
い
や
考
え
る
こ
と
、
感
銘

を
受
け
た
こ
と
な
ど
、
作
文
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
応

募
者
全
員
に
参
加
賞
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

若
者
の
熱
意
あ
ふ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

対
　
　
象

門
川
町
内
の
15
歳
（
中
学
校
卒
業
者
）
以
上

30
歳
未
満
の
者

作
文
内
容

（
１
）
社
会
や
世
界
に
向
け
て
の
意
見
、
未
来
へ
の
希
望
や

提
案

（
２
）
青
少
年
健
全
育
成
活
動
、
地
域
（
郷
土
）
づ
く
り
活

動
、
団
体
・
グ
ル
ー
プ
活
動
等
と
の
か
か
わ
り
の
中

で
の
意
見
や
感
想
、
提
言

（
３
）
テ
レ
ビ
・
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
る
青
少
年
問
題
や
社

会
の
様
々
な
出
来
事
に
対
す
る
意
見
や
感
想
、
提
言

な
ど
。

※
応
募
作
は
一
人
一
題
と
し
、
作
品
は
自
作
で
未
発
表
の

も
の
と
し
ま
す
。

４
０
０
字
詰
め
原
稿
用
紙
３
〜
４
枚
程
度
に
ま
と
め
、

５
分
以
内
に
発
表
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
原
稿
の
頭
書

に
、
題
名
・
所
属
名
・
氏
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
先

門
川
町
役
場
　
社
会
教
育
課
（
1
６
３-

１
１
４
０
）

募
集
期
限

平
成
20
年
７
月
18
日(

金)

※
必
着

審
査
方
法

作
文
審
査
の
上
、
東

臼
杵
地
区
（
延
岡

市
・
日
向
市
・
東
臼

杵
郡
）
か
ら
県
大
会

の
出
場
者
１
名
を
選

出
し
ま
す
。

来
春
卒
業
予
定
の
大
学
生
等
を
対
象
と
す
る
大
学
等
就

職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

宮
崎
労
働
局
で
は
、
学
生
等
の
就
職
機
会
の
拡
大
、
就

職
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
企
業
の
意
欲
溢
れ
る
若
い
優

秀
な
人
材
の
確
保
を
支
援
す
る
た
め
に
、
来
春
卒
業
予
定

の
大
学
生
等
を
対
象
と
す
る
「
平
成
20
年
度
大
学
等
就
職

面
接
会
」
を
平
成
20
年
６
月
６
日
（
金
）
に
開
催
し
ま
す
。

企
業
と
学
生
等
が
直
接
面
接
面
談
を
す
る
面
接
会
と
し

て
、
学
生
等
に
と
っ
て
は
自
分
を
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
で

き
る
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
す
。

日
　
時：

平
成
20
年
６
月
６
日
（
金
）

12：

30
〜
16：

30
（
受
付：

11：

30
〜
）

場
　
所

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
リ
ゾ
ー
ト

ワ
ー
ル
ド
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ミ
ッ
ト

４
Ｆ
サ
ミ
ッ
ト
ホ
ー
ル

(

所
在
地)

宮
崎
市
山
崎
町
浜
山

対
象
者：

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
等
の
平
成
21
年
３
月
卒
業
予
定
者
及
び
平
成

20
年
３
月
卒
業
で
未
就
職
の
者

※
参
加
無
料
（
参
加
希
望
の
学
生
の
方
は
、
事
前
受
付
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

面
接
に
は
履
歴
書
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
宮
崎
労
働
局
職
業
安
定
課
　
雇
用
企
画
係

1
０
９
８
５-

３
８-

８
８
２
３

九
州
財
務
局
宮
崎
財
務
事
務
所
で
は
、
財
務
省
・
金
融

庁
の
情
報
を
地
域
の
皆
さ
ん
に
広
く
伝
え
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
財
務
省
・
金
融
庁
に
伝
え
る
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
財
政
金
融
に
関
す
る
講
演
会
や
懇
談
会
を

開
催
し
、
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
意
見
・

要
望
を
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
学
校
や
会
社
、

グ
ル
ー
プ
の
会
議
、
研
修
等
で
経
済
や
財
政
、
金
融
な
ど

の
講
演
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
担
当
職
員
を
派
遣
し

ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈
主
な
講
演
メ
ニ
ュ
ー
〉

◆
金
融
犯
罪
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に

◆
経
済
の
現
状
と
見
直
し

◆
災
害
復
旧
の
し
く
み

◆
預
金
保
険
制
度
（
ペ
イ
オ
フ
）

◆
国
有
宅
地
の
購
入
方
法

◆
国
有
財
産
の
利
用
状
況
等

【
問
い
合
わ
せ
先
】
宮
崎
財
務
事
務
所
　
総
務
課

〒
８
８
０-

０
８
１
６
　
宮
崎
市
橘
通
東
３-

１-

22

1
２
２-

７
１
０
１

募
集
対
象

県
内
在
住
又
は
県
内
に
通
勤
・
通
学
し
て
お
り
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
女
性
を
募
集
し
ま
す
。

①
上
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
さ
れ
た
方
（
農
業
委
員
、
会
社

役
員
な
ど
、
組
織
や
団
体
の
意
志
決
定
が
で
き
る
、
よ

り
高
い
ポ
ス
ト
に
就
か
れ
た
方
）

②
横
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
さ
れ
た
方
（
一
級
建
築
士
の
資

格
を
取
得
し
た
な
ど
、
こ
れ
ま
で
女
性
が
少
な
か
っ
た

分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
）

③
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
さ
れ
た
方
（
子
育
て
や
介
護
の
た
め

に
い
っ
た
ん
仕
事
を
中
断
し
た
女
性
が
、
再
就
職
や
起

業
な
ど
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
）

④
農
業
レ
ス
ト
ラ
ン
の
開
業
や
子
育
て
支
援
な
ど
、
ま
ち
づ

く
り
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
、

よ
り
よ
い
社
会
づ
く
り
に
む
け
て
活
動
し
て
い
る
方

募
集
人
数

女
性
20
名
程
度

応
募
方
法

裏
面
の
「
紹
介
カ
ー
ド
」
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
、E

-m
ail

に
て
ご
送
付
く
だ
さ
い
。
宮
崎
県
男
女
共
同

参
画
セ
ン
タ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

選
　
　
考

活
動
内
容
・
地
域
・
年
代
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど

選
考
の
上
、
決
定
後
、
通
知
し
ま
す
。

選
考
後

活
動
内
容
等
に
つ
い
て
、
直
接
ま
た
は
、
お

電
話
、
原
稿
に
よ
る
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
宮
崎
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
【
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
女
性
た
ち
】

等
で
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

お
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
８
８
０-

０
８
０
４
　
宮
崎
市
宮
田
町
３
番
46
号
　
県
庁
９
号
館

宮
崎
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
モ
デ
ル
募
集
」
係

電
話：

０
９
８
５
（
３
２
）
７
５
９
１

F
A
X
：

０
９
８
５
（
６
０
）
１
８
３
３

H
P
:h
ttp
://w
w
w
.m
d
an
jo.or.jp

/
E
-m
ail:m

d
an
jo@
estate.ocn

.n
e.

休
館
日：

毎
週
日
曜
日
、
年
末
年
始
、
祝
日

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
鹿
児
島
２
０
０
８
は
、
全
国
及
び
海

外
の
俳
句
愛
好
者
か
ら
作
品
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

投
句
方
法

募
集
用
紙
ま
た
は
官
製
葉
書
に
、
未
発
表
作

品
１
人
２
句
以
内
（
雑
詠
）、
住
所
・
氏
名
ま
た
は
俳
号

（
ふ
り
が
な
）
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
等
を
明
記
し
、
下

記
送
付
先
ま
で
投
句
し
て
く
だ
さ
い
。
投
句
無
料
。

部
　
　
門

高
齢
者
の
部：

60
歳
以
上
（
昭
和
24
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

一
般
の
部：

60
歳
未
満
（
昭
和
24
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
）

受
付
締
切

５
月
31
日
（
土
）（
当
日
消
印
有
効
、
た
だ
し

海
外
か
ら
の
投
句
作
品
は
必
着
）

送
付
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
８
９
９-

０
２
９
２

鹿
児
島
県
出
水
市
緑
町
１
番
３
号
　
出
水
市
役
所
　

市
民
福
祉
政
策
室
内

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
鹿
児
島
２
０
０
８
出
水
市
実
行
委
員

会
事
務
局
（
1
０
９
９
６-

６
３-

２
１
１
１
）

※
俳
句
交
流
大
会
の
募
集
用
紙
は
、
役
場
福
祉
課
の
窓
口

に
お
い
て
あ
り
ま
す
。

平
成
20
年
５
月
か
ら
、
各
税
務
署
に
お
い
て
、
帳
簿
書

類
な
ど
を
確
認
し
な
が
ら
の
面
接
相
談
が
必
要
で
あ
る
場

合
に
は
、
十
分
な
相
談
時
間
を
も
っ
て
対
応
さ
せ
て
い
た

だ
く
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
担
当
部
門
に
面
接
日
時
を
予
約

し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
予
約
の
際
に
は
、
氏
名
（
名
称
）
・
住
所
・
相

談
内
容
な
ど
を
お
伺
い
い
た
し
ま
す
。

延
岡
税
務
署
（
1
０
９
８
２-

３
２-

３
３
０
１
）

内
　
　
容

受
講
者
募
集

受
講
料

無
　
料

講
習
名

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ソ
コ
ン
講
習

募
集
人
員

20
名
（
定
員
を
オ
ー
バ
ー
し
た
場
合
は
抽
選
）

対
象
者

県
内
在
住
の
健
康
な
求
職
者
で
、
原
則
と
し

て
、
60
歳
台
前
半
層
の
高
齢
者

実
施
場
所

（
社
）
延
岡
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

講
習
期
間

平
成
20
年
６
月
30
日(

月)

〜
７
月
11
日(

金)

締
切
り
日
　
受
付
の
締
切
り
は
平
成
20
年
６
月
13
日(

金)

ま
で
必
着

申
し
込
み
と
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

（
郵
送
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
受
付
）

※
（
社
）
宮
崎
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

住
所：

〒
８
８
０-

０
０
５
１
　
宮
崎
市
江
平
西
１-

３-

６

第
８
丸
三
ビ
ル
８
３
１
号

1
０
９
８
５-

３
１-

３
７
７
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
８
５-

３
１-

３
７
７
６

平
成
20
年
度
「
青
少
年
の
主

張
」
宮
崎
県
大
会
作
文
募
集

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
鹿
児
島
２
０
０
８

俳
句
交
流
大
会
作
品
募
集

平
成
20
年
度
大
学
等
就
職
面
接
会

講
師
を
派
遣
し
ま
す

「
税
務
相
談
の
事
前
予
約
制
」
の
導
入
に
つ
い
て

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ソ
コ
ン
講
習
受
講
者
募
集

女
性
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
男
性
の
元
気
社
会
の
活
気
！

チ
ャ
レ
ン
ジ
モ
デ
ル
募
集

第
一
回
締
切
　
５
月
30
日(

金)
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自
然
を
愛
し
、
酒
を
愛
し
た
歌
人
・

若
山
牧
水
の
短
歌
は
「
あ
く
が
れ
（
思

い
こ
が
れ
る
）」
の
文
学
と
も
言
わ
れ
、

旅
の
中
で
出
会
う
見
知
ら
ぬ
人
や
自
然

に
あ
く
が
れ
、
そ
の
出
会
い
の
中
で
歌

を
詠
む
自
然
派
の
歌
人
で
し
た
。

山
々
の
新
緑
が
映
え
、
風
が
薫
る
美

し
い
こ
の
季
節
に
、
そ
ん
な
牧
水
を
育

ん
だ
東
郷
で
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し

み
ま
し
ょ
う
！
地
元
の
方
々
に
よ
る
心

か
ら
の
お
も
て
な
し
も
あ
り
ま
す
！
ぜ

ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

●
開
催
日

平
成
20
年
５
月
25
日(

日)

●
会
　
場

日
向
市
東
郷
町
坪
谷
牧
水
公
園

●
受
付
開
始
時
間

８：

30

●
開
　
会
　
式

９：

00

●
ス
タ
ー
ト
　

①
10
キ
ロ
の
部
　
９：

30

②
５
キ
ロ
の
部
　
９：

45

●
参
加
料

傷
害
保
険
料
と
し
て
１
０
０
円

※
当
日
申
込
み
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
込
及
び
お
問
い
合
せ
先

牧
水
ウ
ォ
ー
ク
実
行
委
員
会
事
務
局

(

日
向
市
観
光
協
会
内)

1
０
９
８
２-

５
５-

０
２
３
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
８
２-

５
５-

１
７
３
９

★
水
道
料
金
の
口
座
振
替
に
つ
い
て

５
月
26
日
は
、
４
月
分
の
口
座
振
替
日
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
５
月
26

日
に
引
落
し
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
６
月
10
日
に
再
振
替
し
ま
す
。
な

お
、
３
月
分
の
再
振
替
は
５
月
12
日
に
行
い
ま
す
。

★
水
道
料
金
の
納
付
書
に
つ
い
て

今
月
上
旬
に
水
道
料
金
４
月
分
の
納
付
書
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。
納

付
書
は
ハ
ガ
キ
タ
イ
プ
に
な
っ
て
お
り
、
て
い
ね
い
に
は
が
し
て
料
金
を

ご
確
認
の
上
、
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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4 10

3

3125 27

2418

1711

1 2
土

5月のカレンダー
（平成20年４月14日現在）

日

乳児健診【対象
H 1 9 年 1 2 月 ・
H 2 0 年 １月生】
（受付13：30～14：00
総合福祉センター）

憲法記念日

5 6 7 8 9
みどりの日 こどもの日 振替休日 五十鈴小

交 通 安 全 教 室
（9：35～12：15
校内）

節約生活
ひ ま わ り の 会
（10：00～12：00
子育て支援センター）

門川小
交 通 安 全 教 室
（午前　校内）

12 13 14 15 16
草川小PTAミニバ
レーボール大会

かどがわ温泉心の杜
休館日

門川中朝食
レストラン
（16日まで）

行政相談日
（10：00～15：00
総合福祉センター）
五十鈴小
交通安全教室
（9：35～11：20
校内）

西門川小中合同避
難訓練　風水害
（14：10～　
校内）

西門川中花壇学習
（午後）

19 20 21 22 23
西門川小ふれあい
グランドゴルフ
（15：15～16：00）

五十鈴小避難訓練
不審者侵入想定
（9：35～10：30
校内）

草川小交流学習
（23日まで）

門川小長縄大会
（8：20～　
校内）

西門川小
交通教室
（10：40～11：25）

西門川中
交通安全教室
（午後）

26 28 29 30
五十鈴小PTA学
級対抗ミニバレ
ー ボ ー ル 大 会
（校内）

定例農業委員会
総会
（9：30～　
役場３階会議室）

草川小宿泊体験
学習
（30日まで　ETOランド）

３才児健診【対象H16
年10月・11月生】
（13：15～14：00
受付　総合福祉センター）
特設人権相談所開設
（10：00～15：00
総合福祉センター）
西門川中性教育の学習
（午前）

月 火 水 木 金



～やっちみろや健康づくり２１～
『健康づくりは食事から』

『やっちみろや健康づくりプラン21』が中間評価の５年目を迎え、町民の皆様方にご協力をいただき、区
長様を通してアンケートの回収をさせていただいたところです・ご協力ありがとうございました。
さて、４月号から“食材でパーフェクト“を掲載させていただきましたが、作って見られましたでしょうか。
どんな料理に仕上がりましたか。是非、このページでご紹介させていただきたいと思っていますので、お知ら
せください。

４月から、特定健診保健指導がスタートしました。
この健診は、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導です。
内臓脂肪型肥満に起因する高血糖、脂質代謝異常、高血圧は予防可能であり、発症しても血糖、血圧をコントロー

ルすることにより、心筋梗塞等の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や
重症化を予防することは可能という考え方。
※脱メタボへのワンポイントアドバイス
油のとり方に注意　

DHAやEPAを充分に摂取する。これらは、肉や豆にも含まれてなく、魚に多く含まれています。魚の町門川町
ならではの健康法として、たんぱく質は魚を中心に摂るように心がけましょう。
リノール酸(n-6)系の油は、血栓をつくりやすいと言われています。DHAやEPA等に多く含まれるα-リノレン酸

(n-3)系の油を多く摂るようにしましょう。
植物性の油でも、大きく二つに分けられます。 種実に含まれる油(リノール酸(n-6)系)

魚・葉・根に含まれる油(α-リノレン酸(n-3)系)

今月の食材です。お好みの献立にしてお召しあがりください。

食材の栄養素

「町報かどがわ」についてのご意見･ご要望は総務企画課までハガキかFAXでお送りください。

発行日／平成20年５月１日
発行編集／門川町役場　総務企画課
〒889-0696 宮崎県東臼杵郡門川町本町1-1
TEL(0982)63-1140㈹　FAX(0982)63-1356
印刷／安井株式会社

●町内人口

（ ）内は前月

４月１日現在

男

8,856
（8,905）

10,018
（10,067）

18,874
（18,972）

7,027
（7,032）

女 計 世帯数

お問い合わせ　町民課　健康づくり係

“食材でパーフェクト”

赤　　群

鯵(アジ)
煮干し
油揚げ
豚モモ肉
牛乳

60g
3g
10g
10g
80g

にんじん
小松菜
にら
ごぼう
筍(ゆで)
玉ねぎ
生わかめ
エノキ茸
キウイフルーツ

20g
50g
20g
20g
50g
50g
30g
20g
50g

じゃが芋
ごはん
砂糖
しそ油

(塩、しょう油等の調味料は、
食材の味が生きる味付けが
望ましい)

50g
100g
10g
4g

青　　群 黄　　群

脱メタボへのワンポイントアドバイス

脱メタボの敵は、なんと言って
も脂(油)の摂り方ではないでしょう
か。脂(動物性)だけ注意しても無理
です。油(植物性)も問題です。血栓
を溶かしたり、体の脂の燃焼効率
をアップするためにも、α-リノレ
ン酸(n-3)系の油が必要となります。


